
京都市職員給与条例施行細則等の一部を改正する規則を公布する。 

平成２１年３月２７日 

京都市長 門 川 大 作   

京都市規則第   号 

   京都市職員給与条例施行細則等の一部を改正する規則 

（京都市職員給与条例施行細則の一部改正） 

第１条 京都市職員給与条例施行細則の一部を次のように改正する。 

  第７条の３中「３号給」を「５号給」に改める。 

第１５条の２第２項を同条第３項とし，同条第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 条例第６条の３第１項第１号に規定する別に定める額は，２４９，１００円と

する。 

  第１５条の３中「第２項」を「第３項」に改める。 

  第１５条の５中「第１５条の２」を「第１５条の２第１項又は第３項」に改める。 

  第１７条の２第１号中「前条第２項」を「第１７条第２項」に改め，同条を第   

１７条の３とし，第１７条の次に次の１条を加える。 

 （へき遠地等） 

 第１７条の２ 条例第９条第２項第２号に規定する別に定める区域は，京都市市内

出張等旅費支給規則第２条第３号に規定する区域とする。 

 ２ 条例第９条第２項第２号に規定する別に定める職員は，京北町の区域の編入の

日の前日に同町の職員であった者で引き続き本市の職員として採用されたものの

うち，京北出張所の所管区域内に所在する住居と当該区域外に所在する勤務公署

との間を通勤する職員とする。 

  第１８条の４第２項第１号及び第１９条の２第１項後段中「第１７条の２第１号」 

を「第１７条の３第１号」に改める。 

８９



 第２０条の３第１項各号列記以外の部分中「の各号」を削り，同項第２号中「別 

表に掲げる職員公舎」を「第２条に規定する公舎」に改め，同条第２項各号列記以 

外の部分中「の各号」を削り，同条第３項各号列記以外の部分中「一」を「いずれ 

か」に改める。 

 第２９条第２項各号列記以外の部分中「の各号」を削り，同条第３項中「庶務担 

当課」の右に「（課を置かない室にあっては，庶務担当室）」を加える。 

 附則第５項中「同年３月３１日」を「平成２２年３月３１日」に改める。 

 別表第２条例別表第１の１の給料表の適用を受ける職員の項中 

    「    

   

   

「   

 上 級  

上 級

経験者（青年海

外協力隊等活

動経験者） 

 中 級  中 級

 経 験 者 
 

  
」 

  
 

を  

経験者（民間企

業等職務経験

者） 

に改める。

      」  

別表第３ 条例別表第１の１，別表第１の３，別表第１の４，別表第１の５，別

表第１の６，別表第１の７及び別表第１の８の給料表の適用を受ける職員の項中 

「      

 学校又は学校に準じる教育

機関における在学期間 

 100パー

セント 

正規の在学期

間に限る。 
 を

     」 

「      

 学校又は学校に準じる教育  100パー 正規の在学期   



 機関における在学期間  セント 間に限る。 

 青年海外協力隊又は日系社

会青年ボランティアとして

の活動期間 

 
100パー

セント 

 

 

 に

     」 

 改める。 

 「    

別表第４ １ ２２歳の項中  上      級  を 

   」  

 

「      

 上      級 

経験者（青年海外協

力隊等活動経験者） 

に改め，同表２７歳の項中「経験者」の右に「（民間企

  」    

業等職務経験者）」を加える。 

 別表第７備考以外の部分中「２項職員」を「３項職員」に，「１５９，１００」

 「    

  １５６，５００   

  １５３，９００   

  １５１，３００   

  １４８，７００   

  １４６，１００   

  １４０，５００   

  １３５，２００   

  １２９，６００   

を「２４９，１００」に，  １２４，３００   を 

     



     

  １１８，９００   

  １１１，１００   

  １０３，２００   

  ９５，４００   

  ８７，６００   

  ７９，１００   

  ７０，７００   

  ６２，０００   

  ４９，４００   

  」  
 

「    

 ２４６，５００    

 ２４３，９００    

 ２４１，３００    

 ２３８，７００    

 ２３６，１００    

 ２２４，１００    

 ２１２，３００    

 ２００，３００    

 １８８，６００   に改め，同表備考２中「第２項職員」を「３項

 １７６，８００    

 １６２，５００    

 １４８，２００    

 １３４，０００    
    



    

 １１９，７００    

 １０４，８００    

 ９０，０００    

 ７４，９００    

 ５５，８００    

  」  

 職員」に，「同条第２項」を「同条第３項」に改める。 

  第３号様式中「第２０条の３関係」を「第２０条の４関係」に改め，同様式注以

外の部分中「第２０条の３」を「第２０条の４」に改める。 

（京都市職員給与条例施行細則等の一部を改正する規則の一部改正） 

第２条 京都市職員給与条例施行細則等の一部を改正する規則（平成１９年３月３０

日京都市規則第１１６号）の一部を次のように改正する。 

  附則第３項第１号中「１００分の１６」を「１００分の１７」に改め，同項第２ 

 号中「１００分の１３」を「１００分の１４」に改める。 

   附 則 

 この規則は，平成２１年４月１日から施行する。 

（総務局人事部給与課） 


